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令和７年石狩市教育委員会会議（５月定例会）会議録 

 

令和７年５月27日（火）           開 会 13時30分 

市役所本庁舎 第２委員会室 

 
○委員の出欠状況 

委  員  氏  名 出席 欠席 備     考 

教育長  佐 々 木 隆 哉 ○   

委 員  松 尾 拓 也 ○  教育長職務代理 

委 員  根 本 壽 夫 ○   

委 員  坪 田 清 美 ○   

委 員  鈴 木 里 美 ○   

  
○会議出席者 

役     職     名  氏    名 

学校教育部長 中 西 章 司 

学校教育部次長（学習指導担当） 澤 口 敏 之 

総務企画課長 笠 井   剛 

学校教育課長 髙 石 康 弘 

教育支援課長 山 本 健 太 

学校給食センター長 川 畑 昌 博 

社会教育課長 斉 藤   晶 

文化財課長 岩 本 隆 行 

市民図書館副館長 工 藤 一 也 

総務企画課総務企画担当主査 市 川 樹 一 朗 

総務企画課総務企画担当主任 賀 野   晃 

 

〇傍聴者０人 
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議事日程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名  

 

日程第２ 議案審議 

議案第１号 石狩市教育委員会職員の人事異動について【非公開】 
議案第２号 令和７年度一般会計予算（補正第３号）について【非公開】 
議案第３号 財産取得の件について【非公開】 
議案第４号 石狩市教育支援委員会委員の委嘱について【非公開】 
議案第５号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について【非公開】 
議案第６号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について【非公開】 
議案第７号 石狩市社会教育委員の委嘱について【非公開】 
承認第１号 石狩市学校の体育施設の開放に関する規則の一部改正について 
承認第２号 石狩市学校運営協議会委員の解任について 
承認第３号 石狩市学校運営協議会委員の任命について 
承認第４号 石狩市教育支援委員会委員の解嘱について 
承認第５号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について 
承認第６号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 
承認第７号 石狩市社会教育委員の解嘱について 

 

日程第３ 教育長報告 

 

日程第４ 報告事項 

①令和７年度市内小中学校の児童生徒数・学級数について 

 

日程第５ その他 

      

日程第６ 次回定例会の開催日程 

 

                                     
 

開会宣告 

 
（佐々木教育長） 

ただいまから、令和７年教育委員会会議５月の定例会を開会いたします。 
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日程第１ 会議録署名委員の指名 

 
（佐々木教育長） 

日程第１ 会議録署名委員の指名ですが、これは鈴木委員にお願いをします。 

 
日程第２ 議案審議 

 
（佐々木教育長） 

日程第２ 議案審議を議題といたします。 

 
議案第１号から第７号の審議を非公開とする件について 

 
（佐々木教育長） 

議案第１号につきましては、石狩市教育委員会会議規則第 15 条第１項第１号

「事務局及び市立学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関するこ

と」、第２号につきましては同規則第 15 条第１項第４号「法第 29 条の規定に基

づく市長への意見の申出に関すること」、第３号につきましては同規則第 15 条

第１項第６号「法第 28 条第２項の規定に基づく市長への申出及び教育財産の用

途の廃止に関すること」、第４号から第７号につきましては同規則第 15 条第１

項第２号「附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること」にそれぞれ該当します

ので、非公開案件として後ほど審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

【異議なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、非公開案件とすることに決定いたしました。 

 

承認第１号 石狩市学校の体育施設の開放に関する規則の一部改正について 

 
（佐々木教育長） 

それでは、承認第１号について、事務局より提案説明をお願いします。 

 

（笠井課長） 

私から、承認第１号についてご説明いたします。議案は８ページ、会議資料は

１ページをご覧ください。 

本案は、学校開放事業等における学校施設の使用方法について、「公共施設予
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約システム」及び「電子錠」が導入されたことに伴い、施設の管理方法を新旧対

照表の記載のとおり、石狩市学校の体育施設の開放に関する規則第 16 条の「学

校ごとに学校開放管理人を置く」という規定を「管理上必要であると認められる

ときは、管理人を置く」という内容に改正するものであり、石狩市教育委員会教

育長事務専決規程第２条第１項の規定に基づき、専決いたしましたことから、同

条第２項の規定に基づき報告し、本定例会での承認を求めるものです。 

説明は以上となります。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（佐々木教育長） 

ただいま、提案説明のありました承認第１号につきまして、ご意見、ご質問等

はありませんか。 

 

（松尾委員） 

必要な際に管理人を配置することとなりましたが、現状配置の予定はありま

すか。 

 

（笠井課長） 

施設の構造上、学校開放専用の玄関を設けられなかった双葉小学校について、

管理人を置くことで考えております。 

 

（松尾委員） 

わかりました。 

 

（佐々木教育長） 

他にありませんか。 

 

【意見・質問なし】 

 

（佐々木教育長） 

他にご意見等がないようですので、承認第１号について、承認ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、承認第１号について、承認しました。 
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承認第２号 石狩市学校運営協議会委員の解任について 

承認第３号 石狩市学校運営協議会委員の任命について 

 
（佐々木教育長） 

次に、承認第２号から第３号について、関連する内容となりますので、事務局

より一括して提案説明をお願いします。 

 

（笠井課長） 

私から、承認第２号及び承認第３号について、一括してご説明いたします。議

案は、９ページから 10 ページになります。 

本案は、４月 21 日開催の教育委員会会議定例会において、令和７年５月１日

付けで各校の学校運営協議会委員の解任及び任命について、議決をいただいた

ところですが、定例会開催後に委員に異動が生じたことから、解任及び任命を行

うものです。 

双葉小学校につきましては、同校教諭間での担当替えに伴い、委員交代の申し

出がありましたことから、承認第２号にて菊地氏を解任し、承認第３号で和田氏

を任命するものであります。 

また、承認第３号にて本年新たに設立された「緑苑台西街区町内会」より、緑

苑台小学校学校運営協議会委員として、町内会会長藤山氏の推薦を受けたこと

に伴い、同氏を新規委員として任命したい旨の申し出がありましたことから、双

葉小学校、緑苑台小学校の学校運営協議会委員について、石狩市教育委員会教育

長事務専決規程第２条第１項の規定に基づき専決したことから、同条第２項の

規定に基づき報告し、本定例会での承認を求めるものです。 

なお、定数につきましては、各校とも 30 人以内で緑苑台小学校が 14 名、双葉

小学校が 12 名、任命期間につきましては、緑苑台小学校が、他の委員と同様、

令和７年５月１日から令和９年４月 30 日まで、双葉小学校は、第１回会議が予

定されている５月８日付けで交代することから、前任者の残任期間となる令和

７年５月８日から令和９年４月 30 日までとなっております。 

説明は以上となります。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（佐々木教育長） 

ただいま、提案説明のありました承認第２号から第３号につきまして、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

 

【意見・質問なし】 
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（佐々木教育長） 

ご意見等がないようですので、承認第２号から第３号について、承認というこ

とでよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、承認第２号から第３号について、承認しました。 

 

承認第４号 石狩市教育支援委員会委員の解嘱について 

 

（佐々木教育長） 

次に、承認第４号 石狩市教育支援委員会委員の解嘱について、事務局より提

案説明をお願いします。 

 

（山本課長） 

私から、承認第４号石狩市教育支援委員会委員の解嘱についてご説明いたし

ます。こちらは委員のご逝去に伴い、その職を解いたものでございます。 

解嘱日をご逝去された日とする必要があったため、教育委員会会議を開く暇

が無いものとして、石狩市教育委員会教育長事務専決規程第２条第１項に基づ

き、教育長専決で決定いたしましたので、同条第２項に基づいて報告し、承認を

求めようとするものでございます。 

私からは以上となります。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

 

（佐々木教育長） 

ただいま、提案説明のありました承認第４号につきまして、ご意見、ご質問等

はありませんか。 

 

（鈴木委員） 

後任の方は決まっておりますか。 

 

（山本課長） 

この後の議案にて、後任委員を審議いただく予定となっております。 

 

（鈴木委員） 

わかりました。ありがとうございます。 
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（佐々木教育長） 

他にありませんか。 

 

【意見・質問なし】 

 

（佐々木教育長） 

他にご意見等がないようですので、承認第４号について、承認ということでよ

ろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、承認第４号について、承認しました。 

 
承認第５号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の解嘱について 

承認第６号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

承認第７号 石狩市社会教育委員の解嘱について 

 
（佐々木教育長） 

次に、承認第５号から第７号について、各審議会委員に委嘱しておりました委

員の、役員改選等に伴う解嘱となりますので、一括して事務局より提案説明をお

願いします。 

 
（中西部長） 

承認第５号から第７号は、各審議会委員の解嘱についてでございます。 

これらにつきましては、教育長から説明がございましたとおり、石狩市ＰＴＡ

連合会、石狩市教育振興会養護教諭部会の役員改選により委員の職を解いたも

のとなります。 

これらはいずれも４月下旬に総会等が行われたということで、教育委員会会

議を開く暇が無いものとして、石狩市教育委員会教育長事務専決規程第２条第

１項に基づき、教育長専決で決定いたしましたので、同条第２項に基づいて報告

し、承認を求めようとするものでございます。解嘱となった各委員につきまして

は、記載のとおりでございます。 

説明は以上となります。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。 
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（佐々木教育長） 

ただいま、提案説明のありました承認第５号から第７号につきまして、ご意見、

ご質問等はありませんか。 

 

【意見・質問なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご意見等がないようですので、承認第５号から第７号について、承認というこ

とでよろしいでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、承認第５号から第７号について、承認しました。 

 
日程第３ 教育長報告 

 

（佐々木教育長） 

次に、日程第３ 教育長報告を議題とします。 

５月 15 日から 16 日にかけて埼玉県川越市にて行われました、第 75 回全国都

市教育長協議会定期総会・研究大会に参加しました。この大会では大きく３つの

テーマ「教育行財政」「学校教育」「生涯学習」について意見交換等を行い、大会

２日目に各テーマについて分野別研究発表が行われますが、今回石狩市が「学校

教育」分野の発表担当となりましたので、発表内容についてご説明させていただ

きます。委員の皆様には当日使用した発表資料をお配りしておりますので、ご覧

ください。 

「『ふるさとで』学び 手を差し伸べる教育を目指して」ということで、ふる

さとでの取り組みを題材とし、子どもたちの資質・能力を育てる取り組みと、困

難を抱える子どもたちをできるだけ取り残さないようにする取り組みについて

紹介いたしました。 

内容は、まず石狩市の概要を説明し、スライドの５番目から当市での取り組み

内容について説明しております。 

ふるさとで学ぶ一つ目の例として、環境を切り口とした探求的な学習という

ことで、花川中学校の ESD「持続可能な社会のための教育」の中に、環境教育を

位置付け、市の職員が石狩市の環境や、脱炭素化にむけた取り組みなどの出前授

業を行いました。 
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それらを含め、地球規模の課題を自らの課題として捉えるような、地球市民と

しての資質・能力を育てていくことを取り組みの中に活かしているというお話

しと、双葉小学校では、子どもたちが市の職員や環境 NPO の出前授業を踏まえ、

グループ学習で内容を深め、最後は学習内容を議場で発表しました。 

次に手話授業です。これは石狩市ならではの授業となりますが、現在全学校の

ほぼ全ての学年が年に１から２時間手話を勉強し、共生社会やバリアフリーに

対する理解を深め、自ら気づいて発信するという態度を育もうとする授業に取

り組んでおります。 

次は厚田と浜益のエリアプロモーションで、首都圏への修学旅行の際、それぞ

れの特産品の販売、あるいは観光パンフレットを作って大通公園で配布すると

いうことに取り組んでおります。これは、地域を知り地域の魅力を発信するとい

う地域愛に繋がっていくことはもちろん、それ以上に厚田と浜益は高校進学と

同時に地元を離れるため、環境が変わった中で自分の気持ちを物怖じせずに主

張できるような子供を育てる、というねらいで実施しております。 

次のスライド「手を差し伸べる」では、教育委員会のスクールソ－シャルワー

カーと福祉部局の家庭生活支援員が相互に連携をして、スクールソーシャルワ

ーカーが発見した不登校の子どもの学習支援を家庭生活支援員が行うことや、

家庭生活支援員が支援している児童、生徒が登校を渋る傾向にあったので、スク

ールソーシャルワーカーが学校との調整をしたというような例をお話ししまし

た。 

次に、校内教育支援センターについて、本市は不登校の出現率が高いことから、

設置目標は 12 校とし、令和７年度現在 10 校まで設置をして、場所の確保だけ

ではなく市費で支援員も配置していることをお話ししました。 

次も不登校支援の学校復帰支援奨学金ですが、中学校で不登校だった子ども

でも高校では登校できており、この場合、私立高校へ進学したパターンが多いの

で学資を支援することで高校での学びを応援するものとなります。これまでの

奨学金制度では「学業優秀」という要件がありましたので、不登校生徒に関して

は「学業優秀」の代わりに「復学意志」という要件を設定し、それを作文で確認

するというお話しをしました。 

最後に、生理の貧困対策になります。モデル事業としてトイレに生理用品を設

置しておりましたが、現在は保健室配布に戻しており、これは、養護教諭から保

健室に来る児童、生徒が減少し困難を抱える子どもの状況の把握が難しくなっ

たという意見が寄せられたためです。生理の貧困の裏側にある絶対的な貧困、無

知、虐待といったもっと大きな問題を保健室に来る児童、生徒との会話の中で察

知をして適切な支援先に繋ぐこともしておりましたので、保健室に来る機会を

増やす必要があること、また、義務教育は社会で自律的に生きる基礎を身に着け
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させるという目的を持っているため、困った時にどこかに相談することをわか

ってもらう必要があること、最終的にはトイレットペーパーのようにどこに行

っても自由に手に入る世の中になるまでの間、石狩市として少なくとも義務教

育段階では保健室で配ることにより、子どもたちに知ってもらう契機にすると

いうことを発表してきました。以上です。 

他の報告事項も含めまして、ご意見、ご質問等はありませんか。 

 

（鈴木委員） 

５月９日の第１回石狩地区教科用図書採択教育委員会協議会では、どのよう

な話題が出たかお伺いします。また、デジタル教科書等についてのお話は出まし

たか。 

 

（佐々木教育長） 

今回はスケジュール等の確認です。デジタル教科書については、現在中央教育

審議会で検討しておりますので、こちらで採択する段階ではありません。今年度

は教科書の採択ではなく、特別支援教育で使用する一般用図書の採択をします

ので、そのための専門委員会を作り、８月末までに各教育委員会で採択するとい

ったスケジュールを確認しました。 

 

（鈴木委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（佐々木教育長） 

他にありませんか。 

 

（根本委員） 

５月 18 日のドリームキッズシティ ISHIKARI2025 では、どのようなことが行

われましたか。 

 

（佐々木教育長） 

こちらはお仕事体験イベントで、今年で３回目の開催となりますが、回を重ね

るにつれ内容が充実しております。今年度は、ドローンの操縦体験やバックホー

を実際に動かしてみるという、大人も体験したくなる企画がありました。子ども

が約 220 名の参加とお聞きしており、子ども達が実際に仕事をして給料をもら

いますが、給料からは所得税が引かれており、最後に確定申告をして所得税が戻

ってくるということを体験し、稼いだお金で食べ物を買ったりしていました。 
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（根本委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（佐々木教育長） 

他にありませんか。 

 

【質問なし】 

 

（佐々木教育長） 

ご質問等がないようですので、教育長報告について、了承ということでよろし

いでしょうか。 

 
【異議なし】 

 
（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、教育長報告については了承いただきました。以上で日程第

３ 教育長報告を終了いたします。 

 

日程第４ 報告事項 

 

（佐々木教育長） 

次に、日程第４ 報告事項を議題とします。報告事項①令和７年度市内小中学

校の児童生徒数・学級数について、事務局から説明をお願いします。 

 
（髙石課長） 

 私から、学校基本調査の基準となる本年５月１日現在の状況を報告いたしま

す。資料２ページをご覧ください。表の見方としまして、大きく上が小学校、下

が中学校としており、各小中学校の学年ごとに表示しております。括弧内にある

数字が特別支援学級の人数、その下段が普通学級の人数です。丸で囲った数字が

普通学級の学級数となります。右側の欄が学級数となり上が特別支援学級、下が

普通学級となります。 

小学校全体の児童数は、小学校計の網掛けをした部分の総合計欄で2,814人、

学級数はその右側、普通学級が 110 クラス、特別支援学級が 28 クラスとなって

おります。昨年度対比では、増減の網掛けをした部分で児童数は 60 人減、学級

数は特別支援学級が２クラス増、普通学級が２クラス減となっております。 

次に、中学校全体の生徒数は 1,485 人、学級数は普通学級 50 クラス、特別支
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援学級 17 クラスとなっております。昨年度対比では、生徒数は 10 人減、学級数

は特別支援学級が１クラス減となっております。 

小中学校全体の児童、生徒数は 4,299 人で昨年対比 70人減となっております。 

次に、各学校における学級編成についてご説明いたします。令和２年度までは

国の基準に基づき、小学校１年生を除き 40 人学級となっておりましたが、令和

３年４月の法改正により令和３年度以降、低学年より順次 35 人学級の対象学年

が一学年ずつ上がっており、今年度小学校は全学年35人学級となっております。 

また、北海道独自の取り組みである少人数学級実践研究授業は、今年度は対象

学年が中学校１年生で 35 人の学級編成が可能であり、太枠で囲んである花川北

中学校、樽川中学校１年生がこの授業の対象となっております。 

複式学級の編成につきましては、黒塗り部分で白抜き数字となっている箇所

が複式学級の編成を表しており、浜益小学校の 1から２年生、３から４年生、５

から６年生、厚田学園の前期課程の３から４年生、５から６年生が複式学級での

編成となっております。また、浜益中学校の２年生と厚田学園後期課程の８年生

は担任外の教諭を活用して、本来の基準では複式学級となるところ、弾力的に運

用を行い単式学級として編成しております。 

説明は以上となります。 

 

（佐々木教育長） 

ただいま、事務局から報告がありましたが、この件について、ご質問等ありま

せんか。 

 

（松尾委員） 

確認ですが、樽川中学校では教室の広さに余裕がないと思いますが、将来的に

教室が足りなくなる懸念はありませんか。 

 

（笠井課長） 

ただ今のご質問の中で、表中の南線小学校を見ていただきますと、現在４年生

が６クラスあり、この学年が入学してくる年度には教室が不足する状況が考え

られますので、旧コンピューター室を間仕切ることで、普通教室として確保でき

ないか検討を始めているところです。以上です。 

 

（松尾委員） 

わかりました。 

 

 



13 
 

（佐々木教育長） 

他にございませんか。 

 

【質問なし】 

 
（佐々木教育長） 

ご質問等がないようですので、報告事項①を了解ということでよろしいでし

ょうか。 

 
【異議なし】 

 
（佐々木教育長） 

ご異議なしと認め、報告事項①を了解しました。 

以上で、日程第４ 報告事項を終了します。 

 

日程第５ その他 

 
（佐々木教育長） 

次に日程第５ その他を議題といたしますが、教育委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

 
【発言なし】 

 
（佐々木教育長） 

事務局からありませんか。 

 

【案件なし】 

 

（佐々木教育長） 

ないようですので、以上で日程第５ その他を終了します。 

 

日程第６ 次回定例会の開催日程 

 
（佐々木教育長） 

次回定例会については、６月 30 日の月曜日、午後１時 30 分からの開催を予

定しております。よろしくお願い申し上げます。 



14 
 

（佐々木教育長） 

以上をもちまして、公開案件は終了いたしました。 

引き続き非公開案件の審議を行います。 

 
 

【非公開案件の審議等】 

 

 

閉会宣言 

 

（佐々木教育長） 

以上で、５月定例会の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、令和７年教育委員会会議５月定例会を閉会いたします。 

 

閉会14時20分 
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【非公開案件の審議等の結果】 

                                     
 

議案第１号 石狩市教育委員会職員の人事異動について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

議案第２号 令和７年度一般会計予算（補正第３号）について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

〔歳出〕 補正総額 788千円                   （単位：千円） 

款 項 目 事 業 名 称 補正前の額 補正額 補正後の額 

10款１項２目 英語指導助手招致事業費 17,636 788 18,424 

 

 

議案第３号 財産取得の件について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

  取得財産の種類  物品 

  品     名  電子黒板 

  規格及び数量  ＣＢＳ－ＥＬＭ６５Ｅ１０Ｃ 76 台 

  取 得 価 格  44,132,440 円 

契約の相手方  札幌市中央区北１条東２丁目５番２号 

富士電機ＩＴソリューション株式会社北海道支店 

           支店長 小 松 俊 也 

 
議案第４号 石狩市教育支援委員会委員の委嘱について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

 区   分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 教育職員 西田 聖子 女 新規 南線小学校教諭 
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議案第５号 石狩市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

 区   分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 学識経験者 萬木 哲也 男 新規 
石狩市ＰＴＡ連合会 

（花川中学校） 

 

議案第６号 石狩市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

 区 分 氏 名 性別 新規・継続 所属団体等 

１ 

ＰＴＡ役員 

佐藤 大士 男 新規 
石狩市ＰＴＡ連合会 

（花川南中学校） 

２ 佐々木 貴広 男 新規 
石狩市ＰＴＡ連合会 

（石狩中学校） 

３ 山谷 哲司 男 新規 
石狩市ＰＴＡ連合会 

（樽川中学校） 

４ 小中学校の教職員 立花 直子 女 新規 
石狩市教育振興会養護教諭部会（花

川南小学校） 

 

議案第７号 石狩市社会教育委員の委嘱について【非公開】 

 
原案どおり可決した（質疑等省略）。 

 

 区  分 氏  名 性別 新規・継続 所属団体等 

1 社会教育関係者 佐藤 大士 男 新規 
石狩市ＰＴＡ連合会 

（花川南中学校） 
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